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むすひ

はじめに

冷戦終焉とともに，国際連合（以に国連と

略）に対する期待が高まり，第 2次冷戦直］）の

後遺症として燻り続ける地域紛争やソ連・ユー

ゴスラヴィア等の帝国ないし多民族国家の崩壊

過程(it2)に伴い新たに発生した内戦型地域紛争

の解決が，国連の最里要課題として脚光を浴ひ

るようになった。これと時期を詞しくして，ナ

ミビア，カンボジアと，国連平和維持活動が屈

的かつ質的に拡大し，国連に対する期待が膨ら

んだ。しかし「国連の介人二万能薬」といった

期待過剰の時期から"̀ •転して，ソマリア，旧ユ

ーゴ0)失敗の経験を経て，’国連の介人一無能 "J

説，さらには「国連の介入＝有宮一説にまて，

その評価は一転した感があるも

国連の介人についての評価がこ 0)ように一転

浦庫転する中で，地域紛争解決に向けて積極的な

コミットメントを行う意欲そのものか削かれて

いる。ソマリアでの失敗は，特に超大国アメリ

力において，国益に関連のないところに対して

は韮本的には非介人という「ソマリア・シンド

『アジア経済』 XXXVIII-10(1997.10) 

ロームー（注いを生み， 1994年 5月には，クリント

ン大統領は大統領令 (PresidentialDesicional Di-

rective: PDD)第25号を打ち出すに至ったは 4)』3

ある意味て，国家主権を超えた人道主義的介入

の制度化や紛争解決の制度化という，グローバ

ル・ガヴァナンスヘ通じる「機会の窓」が閉じ

つつあり叶 5)，超大国や地域大国による勢力圏

分割という「穏健な権力政治」 (benign power 

politics)へ[nl帰する時期に向かいつつある（注 6)0

そうした重要な分岐点に差しかかっている今，

もう一度，最近の国連の介人例を比較，検討し

直して冑紛争解決における第二者介人の成功，

失敗の条件を整理してみる必要かあるたろう。

本稿では，まず成功，失敗の評価についての大

まかな基準を明らかにした後，その成功の条件

につし □て，最近の事例を踏まえながら，紛争そ

のものの構造と亀それをとりまく周辺諸国，超

大国との関係などの観点から整理していきたい-

（注 l) Fred Halliday, T.如 Makingoft加 Second

Cold War (London: Verso, 1983). 

（注 2) ソ連を含む帝国か多民族から溝成される以L

多民族国家と同様，その崩壊が大きな混乱，紛争を引き

起こすことは，よく指摘されるところである・,例えば．

Mark !',;. Katz, "Collapsed Empires," in Man(1ging 

Global Clwos, ed. Chester A. Cr(x:ker, Fen ()s!er 

Hampson, and Pamela Aall (Washington. D. C .. 

United States Institute of Peace Press, 1997), pp 

2 5 -3 6, 

” 
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（注3) Thomas G. Weiss, "Overcoming the 

Somalia Syndrome," Global Governance, vol. 1, no 

2, May-August 1995, pp. 171-187/Walter Clarke 

and Jeffrey Herbst eds., Learning From Somalia 

(Boulder: Westview Press, 1997), p. 3. 

（注 4) PDD25の概要については， International 

Peacekeeping, vol. 1, no. 4, Winter 1994, pp. 492-499 

（注 5) 人道主義的介入を，ウェスファリア・システ

ムの変容等と関連づけて議論している本，論文は，数多

く見られる。例えば， Oliver Ramsbotham and Tom 

Woodhouse, Hu切 anitari畑 Interventionin Contem-

porary Conflict (Cambridge: Polity, 1996)/John 

Harris, The Politics of Hu叩 anitaガanIntervention 

(London: Pinter, 1995)/Gene M. Lyons and Michael 

Mastanduno eds., Beyond Westphalia: State Saver-

eignty and International Intervention (Baltimore. 

The John Hopkins University Press, 1995)/Sean 

D. Murphy, Hu加 mitarianIntervention: The United 

Nations in an Evolving World Order (Pennsylvania. 

University of Pennsylvania Press, 1996). 

（注 6) 「穏健な権力政治への回帰」現象を指摘した

ものとしては， CharlesWilliam Maynes, "A Work-

able Clinton Doctrine," Foreign Policy, Winter 

1993-1994, 1993, pp. 3-20. 

I 評価の基準：何をもって

成功とするか

まず，何をもって紛争解決か成功したと判断

するかであるが，成功の基準は曖昧で，またさ

まざまある（注 l)。例えば，権力乱立状態0)終焉

ないし内戦の停止が5年以上続いているような

場合を想定したり（注2)，内戦停止が半年以上続

いているような場合を想定したり W3)，さらに

狭義の物理的な暴力だけでなく構造的暴力の廃

絶にまで成功の基準を拡げることもある 成功

ないし失敗についての客観的な評価基準はない

0)が実状であり，結局その間の線引きには主観

的な価値観がつきまとってくるものである。基
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準そのものが評価者の価値に大きく制約され，

時にはいささか恣意的に決められている国 4)0

「何をもって紛争解決の成功とするか」は，

「何をもって紛争要因とするかJ といった社会

の見方そのものと関連し，価値判断ともきわめ

て密接に関連する問題である。

例えば，（l）古典的リアリズムのスタンスに立

つ場合は紛争要因を人間性に求め，ネオ・リア

リズムの場合は紛争要因を国際的無政府状態に

求めるが，いずれの場合も，その解決には脅威

システムの操作，適用という手法をとり，解決

の基準は，秩序と安定が回復されているか否か

ということになる。

また，（2）紛争要因を資源の配分など社会経済

的状況といった客観的状況に求めるような，平

和研究ないしネオ・マルクス主義のスタンスに

立つ場合，解決の手法については，それそれ非

暴力的な構造的変革ないし暴力革命と意見が分

かれるが，解決の成否については社会経済的状

況の根本的改善かなされたかどうかで判断され

る。

さらに，⑳紛争要因を主観的・心理的要因さ

らには紛争主体間の関係性に求める，いわゆる

紛争研究のスタンスに立つ場合は，その解決は，

和解へ向けた第三者による仲介，支援技術の適

用という手法をとり，その成否は，双月のコン

センサスを得た正当な解決がなしえたかどうか

て判断される（注510

ここでは，短・中期的な紛争解決成功の条件

について扱うため， 3番目の紛争研究に近い些

かテクノクラティックな問題解決型アプローチ

の立場をとり，解決の成否に関しては，以下に

述べるようなアトホックな基準を設けた。

まず，和平プロセスを 3段階に分けた（図 1
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参照）。

和平プロセスの第 1段階は．「交渉段階」と

言ってもよく，内戦から停戦合意を経て，包括

的和平合意に至る過程である。この段階におい

ては，国連のような第三者は，和平交渉を進め

る役割を期待されるが，これは平和創造(peace-

making)（注 6)，そして従来の第 1世代の国連平

和維持活動つまり狭義の平和維持 (peacekee-

ping)と重なる。

第2段階の「遂行段階」は，包括的和平合意

成立から，その遂行を経て，最終目標の選挙を

経た新政府樹立に至る過程である。この過程で

は，国連は，難民帰還，武装解除．地雷撤去，

人権状況や選挙の監視の諸活動を行うことが期

待されているが，これは第2世代の平和維持活

動と重なるところであろう。

第3段階は，「ポスト和平プロセス段階」で，

新政府の下で和平の安定化を進める段階である。

この段階における第三者の役割は，援助などを

通じて和平の安定化に協力する，つまり平和建

設 (peace-building)であるが，最近になってよ

うやく．この局面についても議論されるように

なってきたほ7)0 

以上の 3つのいずれの段階においても．和平

プロセスは頓挫を来すか．内戦の再発つまり振

り戻しになる危険性を内包している。いずれの

段階にせよ，和平プロセスが途中で止まったり

逆行したりすれば，第三者による紛争解決の

介人は失敗に終わったと言って良いのであろう

が，ここでは，短・中期的な成果に焦点を絞る

ということで，第 1ないし第 2段階て和平プロ

セスが長期停滞ないし次段階に移行してから 1

年以内に逆行した場合，介入が失敗したとみな

した（注 8)0 

まず「交渉段階」で失敗したとみなされるの

は，第三者の度重なる仲介，調停にもかかわら

ず，紛争冴事者たちが停戦や包括的和平の合意

に達しない場合である。停戦状態に長期的に留

まるたけで，包括的和平に向かう見通しがない

ようなケースも（例えばキプロス紛争）， この失

敗例の中には含まれるであろう。

次の「遂行段階」で失敗した事例とは，包括

的和平合意で規定されている内容を遂行する過

程で，紛争当事者による裏切りなどにより，足

踏み状態に留まるか，ないし内戦か再開した場

合等を指す。

第3段階に入ってからの和平の維持は，最近

議論されることが多い，「権威主義体制崩壊後

における民主主義の安定性」の問題とも関連し

てくるほ9)。実際に，内戦後の和平プロセスを，

広義の民主化移行過程の一特殊形態として位

屑づけて分析する例があることからわかるよう

に⑲l仄 fll平プロセスは，紛争の平和的解決を

国内的に制度化する作業を行うという民主化の

図 1 和平プロセスの時期区分

lー 交渉段階 ー］ー一—
武力紛争→停戦合意→包括的和平合意→武装解除・難民帰還→選挙・新政府樹立→民主主義

—逆行
： の安定化

． ］逆行
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ー側面を持っている。こうした民主化移行過程

が不安定であれば，ポスト和平プロセスに入っ

ても，権威主義体制の再来，さらには内戦の再

発ということも起こりうる。

本来なら，この第 3段階までを射程に入れた

議論をするのが望ましいのであろうが，対象と

する事例の多くが最近のものであり，長期的な

評価ができないのが現状であることから，この

段階での成功，失敗については，ここでは問わ

ないことにした。

さて，以上の基準により最近の国連による介

入例を見た場合，どのような評価ができるであ

ろうか。ここでは，ナミビアなど，冷戦後の12

の事例について比較検討してみた。

表 1は，以下本稿で論述する仲介，介入評価

をまとめたものである。表の①列にホしている

ように，ナミビア，モザンビーク，ェルサルハ

...,....,.........••し •9”...,．....．,．．．．,．,．虹．．．＂’｀ヽ•9’’~＇し •9’’..9,..... ．,．．．．．＂.....”-9•••9‘“’’...,........,．．．,ぃ A....K・記・9....,..,9...'”..，．．．-…り·吐’”ら•9, ．．．．,,...,．．，．．． ,.99”'•

ドル，ハイチの場合，和平プロセスは第 2段階

を終え，現在，第 3段階の和平の安定化・強化

の時期に入っており，これらのケースは成功例

(0)ということができる（注11)。カンボジアの場

合，第2段階を一応終えたものの，武装解除な

ど和平プロセスを完全に遂行していない点や限

定的であれ内戦が再発したこと（注12)，さらに第

3段階に入り著しい人権抑圧状況が生じている

こと：ttl3)から考え，半ば成功半ば失敗（△）とい

う評価が妥当であろう。アンゴラ，西サハラ，

アフガニスタン，ソマリア，ルワンダ，東ティ

モールのケースは，和平プロセスの第 1段階で

足踏みしているか，第 2段階から再び第 1段階

に逆行しており，これらは明らかに失敗 (X)の

事例であろう（注14)。ボスニアの場合，アメリカ

のイニシアティプで第2段階までいっているが，

国連の介人についてのみ評価すれは，これも失

表 1 最近の国連による仲介・介入例に対する評価
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（注） 評価基準0)詳細は本文参照。
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敗の典型例として考えるのが妥当であろう。

基準は些か異なるが，バーコヴィッチらはそ

の研究で， 1945年から90年の間に起きた国際的

武力紛争に対する 241の仲介例の中で，仲介失

敗が55%，停戦までこぎつけたのが約17%，部

分的解決が20%，全面解決が8％という数字を

示しているほ15)。この数字と比較するならば．

最近の国連による仲介の成功率 3割強は決して

低くないであろう。

こうした全体的評価とは別に，成功と失敗を

決定する要因について，次にみていく。

（注 1) 国連の平和維持活動に対する評価が難しいこ

との原因のひとつには，成功や失敗の基準の曖昧さがあ

ることは，ワイスなども指摘している J Thomas G. 

Weiss, "The UN and Civil Wars at the Dawn of 

the Twenty-First Century," in The United Nations 

and Civil Wars. ed. Thomas G. Weiss (Boulder: 

Lynne Rienner, 1995), p. 197. 

（注 2) Roy Licklider, "The Consequences of 

Negotiated Settlements in Civil Wars, 1945-1993," 

American Political Science Review, vol. 89, no. 3, 

Sept. 1995, pp. 681-690. 

（注;3) Patrick M. Regan, "Conditions of Succe-

ssful Third-Party Intervention in Intrastate Con-

flicts," Journal of ConJiict Resolution. vol. 40, no. 2, 

June 1996, pp. 336-359. 

（注4) Marieke Kleiboer, "Understanding Sue-

cess and Failure of International Mediations," 

Journal of Conflict Re.mlution, vol. 40. nぃ2,June 

1996, pp. 360-389. 

（注 5) パラダイムと紛争解決の見方については，グ

ルーム論文やサンドール論文が参考になった。 A.J. R. 

Groom, "Paradigms in Conflict," in Cm/jlict: Read-

in硲 ”1Management and Resolution、 ed. John 

Burton and Frank Dukes (London: Macmillan, 

1990), pp. 71-98/Dennis J. D. Sandole, "Paradigm, 

Theories, and Metaphors in Conflict and Conflict 

Resolution: Coherence or Confusion?" in Conflict 

Resolution and Practice, ed. D. ]. D. Sanclole and 

Hugo van der Merwe (Manchester: Manchester 

University Press, 1993), pp. 3-24. 

（注6) ガリ前国連事務総長は，平和創造．平和維持．

そして平和建設といったように，段階的に区分してい

るが． ここての段階区分とは， 少し異なる。 Boutros 

Boutrns-Ghali, An Agenda for Peace 1995, 2nd ed. 

(New York: the United Nations Department of 

Public Information, 1995), pp. 12-22. 

（注 7) 例えは， KrishnaKumar ed., Rebuilding 

Societies after the Civil War (Boulder: Lynne Rien-

ner, 1997)。

（注 8) 平和維持活動についての従来の評価基準につ

いて，例えばブラットは，①任務遂行の成否．（21紛争解

決の促進度， I'印周辺国への紛争拡大防止．（4死傷者数の

抑制，を挙けているが，本稿の基準は主として（2；を考慮

しながら設けたものである。 DuaneBratt, "Assessing 

the Success of UN Peacekeeping Operations," 

International Peacekee_仮ng, vol. 3, no. 4, ¥Vinter 

1996, pp. 64 81. 

（注9) 権威主義体制崩壊後における民主主義の安定

化については，例えば， Scott Mainwaring, Guiller-

mo O'Donnell, and J. Samuel Valenzuela eds., 

[,sues in Democratic Consolidation: The New South 

Ame加 anDemocracies in Com釦rativePerspective 

(Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame 

Press, 1992)/John Higley and Richard Gunter eds., 

Elites and De加 ）craticConsolidation in Latin Ame-

rica and Southern Europe (Cambrige: Cambrige 

University Press, 1992)/Stephen Haggard and 

Rubert R. Kaufman, The Political Economy of 

Democratic Transitions (New Jersey: Princeton 

University Press. 1995)/Gretchen Casper, Fragile 

!Jemocraci涵： TheLegacies of Authoritarian Rule 

(Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1995) 

/Gretchen Casper and Michelle M. Taylor, Nego-

tiating Democracy: Transitions from Authon・taガan

Rule (Pittsburgh: University of Pittsburgh Pre泣

1996)等を参照これらの研究で指摘されている，権威

主義体制が残した強力な国軍や政治経済的困難といった

負の遺産問題や，政治エリート間のコンセンサスの有無

等は．ポスト和平プロセスの安定化にも同様に大きな影

褥を与えるに違いない。

（注10) リンツらは，ナミピアやカンポジアの事例を，

国際的暫定政府モデルとして位置づけている。 Yossi
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｢ 介入成功のための条件
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Shian and Juan J. Linz, Between States: Interim 

Governments and Democratic Transitions (Cam-

bridge: Cambridge University Press, 1995). 

（注11) これら 4ケースについては，国連のみならす

研究者の多くか，成功と評価している。例えは， Bratt,

"Assessing the Success of... "/Cristina Eguizabal. 

"Regional Leadership and Universal Implemen-

tation in El Salvador's Quest for Peace," in The 

United Nations and Civil..., ed. Weiss, pp. 173-

192/Chris Alden, "Swords into Ploughshares?: 

The United Nations and Delimitarization in 

Mozambique," International Pea心匹砂zg.vol. 2, 

no. 2, Summer 1995, pp. 175-193/Virginia Page 

Fortna, "Success and.Failure in Southern Africa. 

Peacekeeping in Namibia and Angola," in Beyond 

1raditional Peacek叫加g,ed. Donald C. F. Daniel 

and Bradd C. Hayes (London: Macmillan, 1995). 

pp. 282-300/Joaquin Tascan, "Searching for OAS 

/UN Task-sharing Opportunities in Central Ame-

rica and Haiti," Third World Qua1布叫 vol.18, no. 

:J, 1997, pp.489-508／田中贔ロエルサルハトル：和解

による紛争解決の事例」（石井章編『冷戦後の中米一—

紛争から和ギヘーー』アジア経済研究所 1996年） 65ペ

ージC

方で，その表面的な成功の裏には構造的問題が残さ

れているという鋭い指摘もある。例えば， クリス・オー

ルデン（牧野久美-f訳)「モザンビークにおける民主的

移行」（林晃史編『南部アフリカ民主化後の課題』アジ

ア経済研究所 1997年） Hl~171ペーン凡

（注12) UNTACの問題点についてふ拙稿「パリ

和平協定から選挙まで0)カンポシアの政治過程と UNT

AC (1991~1993)」（『外交時報』第1301号 1993年9月）

76~10.1ヘーシ。最近0)平和維持活動の比較研究では，

ナミヒア，ェルサルハトルなどを成功例とし．カンポシ

アについては成功と失敗じ）中間とする報告か名いc 例え

は， FenOsler Hampson, Nurturing Peace: Why 

Peace Settlements Succeed or Fail (Washington, D 

C.: United States Institute of PeaC!'Press, 1996)令 p

11 /Kratt, "Assessing thE、Successof. " 

直 13) ポスト・和キプロセス段階におけるカンボジ

アの人権状況については，例えば， WilliamShawcross, 

"Tragedy in Cambodia," New York Review of Books, 

vol. 4:1, no. 18, Nov. 14, 1996, pp. 41 ・46参照。
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（注14) 例えば， Fortna, "Success and Failure m 

... "/Jarat Chopra, "Breaking the Stalemate in 

Western Sahara," International Peacekeeping, vol. I, 

no. 3, Autumn 1994, pp. 303-319/ Amin Saikal, 

"The UN and Afghanistan: A Case of Failed 

Peacemaking Intervention?" InternationalPeacekeep— 

ing, vol. 3, no. I, Spring 1996. pp. 19-34/Walter 

Clarke, "Failed Visions and Uncertain Mandates 

in Somalia," in Learning From Somalia, ed. Clarke 

and Herbst, pp. 3-19/Williarn J. Durch, "Introduc-

tion to Anarchy: Humanitarian Intervention and 

'State-building・ in Somalia,''in UN PeacekじepiIl且，

American Politics, and the Uncivil Wars of the 1990s, 

ed. William Durch (London: Macmillan, 1997), pp. 

311-366/J、 1¥latthewVaccao, "The Politics of 

Genocide: Peacekeeping and Disaster Relief in 

Rwanda," in UN Peacekeeping..., ed. Durch, pp. 

367-408/Pat Walsh, "Towards a Just Peace," in 

Ea.,t Timor at the Crossroads, ed. Peter Carey and 

G. Carter Bentley (New York: Social Science Re-

search Council. 1995), pp. 148-160/Heike Krieger 

ed., E心 tTimor and the International Community 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 

pp. X Ill-X N等を参照。

（注15) ハーコヴィッチらは，紛争当事者間の交渉か

始まった場合を部分的解決として，紛争当事者間て紛争

解決についての合意が形成された場合を全面的解決とし

: >る。 JacobBercovitch and Allison Houston, 

"The Study uf International !Vlediation: Theoreti-

cal Issues and Empirical Evidence," in Rい()Imrig

International Conflicts, ed. Jacob Bercovitch (Bou!-

der: Lynne Rienner, 1996), p. 19. 

II 介人成功のための条件

本稿では，紛争要因に関する分析水準 (level-

of-analysis)アプローチに準じりil)，介人成功(})

ための条件について，ローカル， リージョナル｀

そしてグローバルの 3レベルに分け，それぞれ

のレベルで検討していく。第 1のローカルない

しドメスティック・レベルでの成功の条件とは．
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主として紛争そのものの構造（特に解決難易度）

である。第 2のリージョナル・レベルでの条件

とは，紛争解決についての周辺諸国からの支援

の有無である。第3のグローバル・レベルでの

条件とは，大国が紛争解決に対して熱意をもっ

た支援をする用意があるかどうかである。これ

ら3条件に加え，仲介・介入する第三者の技術

も重要な条件の一つとなってくる (it2)0 

1. 紛争の構造と介入者の役割：ローカル・

レペルの条件

紛争の構造そのものについて論じる前に，ま

ず紛争当事者の数と解決の難易度との関連につ

いて簡単に触れておく必要があるだろう。一般

には，紛争甘事者つまりアクターの数が多くな

ればなるほど解決は困難になり，逆にアクター

の数は少なければ少ないほど，解決がより容易

になると言われているほ3)。しかし，相対的利

得問題が解決の障害になっている場合は，むし

ろアクターの数が増えるほど，紛争解決は容易

になるほ4)。また，アクターの数が最小の二つ

の場合ても，実際には，分派や派閥連合など離

合集散が繰り返される場合が多く，アクターの

数が終始一貫してて者ということは，現実には

少ないであろう。

また，紛争当事者間の力関係も勇要である。

廿事者間の力の差が圧倒的てある場合は，第三

者が仲介して解決にもっていくことは困難であ

ると一般に指摘されているがは5)，後述するよ

うなアイデンティティ問題が絡む場合は，負け

ることが予測されても弱者は捨て身の抵抗を続

けることで，一種のデッドロック状態になり，

解決は非常に困難になるであろう。最近の例で

は，東ティモール，西サハラ，チェチェンにお

ける紛争は，そうした範疇に人るであろう。

’’”9 9’"“”’”’·,..“‘.....“’”””`..9』 99'’`’•b“‘“’’’”’‘’’'ヽ'”’’’’H』“’”`’’~研究ノート ”'9.'’’‘’’’’‘"1~・999‘“'’”‘’’̀’’’”"’ 

次に紛争問題の性質と解決難易度との関連で

あるか，例えば，「国家間紛争は内戦型紛争より

解決が比較的容易である」とか，「エスニック・

アイテンティティや領土に関する紛争は，イデ

オロギーや安全保障に関する紛争より解決が困

難である」といったように，問題の性質と解決

の難易度との関連は，しはしば指摘される（注6),

言い換えれば，集団的アイデンティティを分

割する境界の溝が深ければ深いほど、紛争解決

は困難になる， ということである。「俺たち」

と「奴ら j の間の境界の溝が深いと，双方の間

でのコミュニケーションがなくなり，双方の猜

疑心を強め，相手を悪者としてステレオタイプ

化した見方をするようになって（注7)，結果とし

て相手の裏切りを警戒して平和的共存が難しく

なる。境界を決定するものがエスニック・アイ

デンティティのように帰属原理と絡む消えにく

いものである場合，紛争は一層膠着化し，解決

はより困難になふ境界を決定するものがイテ

オロギー的なものであれば，その境界の溝は比

較的埋めやすく，紛争解決は比較的容易である

といえる。また，これらのアイデンティティ問

題が領土問題と絡み合ってくると，完全なゼロ

・サム・ゲームとなり，解決はより一層困難に

なってくる。

こうした紛争の性質，構造と解決の難易度と

の関連性について，以下，ケーム理論の比喩を

使いは8)，アドホックな整理をした上で，第ご

者の介人のあり方についても説明する。

(1) デッドロック（注9)

もし紛争がデットロック・タイプであるなら

ば，紛争当事者の一方に加担し早めに軍事的決

着をつけさせるか，紛争当事者が紛争疲れを起

こし平相的解決を自ら望むようになるまで待っ

4I 
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しかないであろう。軍事的決着の場合，独自の

軍事力をもっていない国連は傍観者として成り

行きを見守るか，大国の軍事介入に正当性を与

える役回りを演じるかであろう。もしデッドロ

ック・タイプの紛争に介入した場合，第三者は

泥沼に足をとられ，その介入失敗の事実は，そ

の威信を非常に損ない，以降の全ての介入に悪

影響を与えかねない。つまりデッドロック・タ

イプの紛争の場合は，国連等の第三者は紛争介

入を自制したほうが良いであろう。

ゲームの利得構造が例えば絶対的利得の面て

は安心ゲーム旧10)のようになっている場合でも，

相対的利得にこだわることで実質トデッドロッ

クになってしまうことがある園11）。このような

場合，第三者は紛争当事者に対して，相対的利

得ではなく絶対的利得の観点で見るように促す

ことで，相互が妥協できるようにすることがで

きる。「紛争当事者が自分の立場にこだわり続

けることでデッドロックになっている場合，そ

れぞれ自分の利益，ニーズそのものを検討し直

すことで＊袋小路から脱出し解決へ向かうこと

ができる」という，交渉学の立場からの指摘

は，ほほ同じことを五っているとみて良いだろ

ぅ(/1,12)0 

第竺者は，紛争当事者に対して中立性を維持

しつつ忍耐強く説得し続けながら，インフォ

ーマルな和平会談やハックチャンネルを通し

て旧l3)，紛争当事者詞上の接触の機会を設ける

ことで，当事者の観点を相対的利得から絶対的

利得に変更できる。また詞時に，第二者は．経

済援助や制裁等の他の利害と関連つけながら囀

ゼロ・サム・ゲーム的利得構造そのものを変え

ることで，当事者が行き詰まり状態から抜け出

せるようにすることもできる⑪l4)0
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(2) 協力問題（注15)

もし紛争が協力問題タイプのものであるなら

ば，共通利益のジレンマを解決するべく，第三

者が当事者を手助けすることができる。自己利

益極大化の原則がある限り，裏切りの可能性は

残り，共通利益最大の解は不安定になる。解を

安定的なものにするには，不完全情報状態の解

消と同時に，裏切りの抑止が重要になってくる

が，第三者としては、当事者の片方が裏切りを

行った場合に経済制裁等のムチを行使するか，

裏切りをしないことの報酬に経済援助等の飴を

やるかなどの方法で，裏切りを抑止することが

できる。

このケースでも，絶対的利得の観点から見る

と解決が比較的容易な「安心ゲーム」になって

いるのに，紛争占事者が絶対的利得とともに相

対的利得にもこだわっているため，結局「囚人

のシレンマー状況になってしまう事態が見られ

るは£16）。こうした事態に対しても，第三者は，

絶対的利得から相対的利得を切り離すよう，紛

争当事者に対して説得ないし強制することで，

紛争の構造を「安心ゲーム」に変えることは可

能であろう。マトリクスの利得構造そのものに

対して外側から影響を与えるという点ては、先

のケースと同様で、その影響の与える第そ者の

手法も，援助等を絡ませた飴と鞭が，やはりま

ず挙げられるだろう。

(3) 調整問題りi•171

調整問題タイプの紛争の場合，解決はより簡

単になる。しかし，紛争当事者の誤解や誤認が，

共同回避の失敗等を引き起こす場合がある J こ

の失敗を避けるために第竺者に課された役割は，

相位不信を払拭するべく当事者間のコミュニケ

ーションを促進することてあろう。また絶対的
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利得では安心ゲームになっていても，相対的利

得の絡みで，協カゲーム等の解決が比較的困難

なゲームになっている場合があることについて

は，すでに先に述べたとおりである。

(4) 交渉力の変動：停戦の障害

以上のような紛争構造の静態的な側面に加え

て，動態的な側面についても触れなければなら

ないだろう。例えば，内戦を続けることで自陣

営の利得が増すといったような期待， または停

戦により自陣営の利得が減少するといった警戒

感は，停戦から包括的和平合意に向かう際の大

きな障害になる国18)。逆に戦場において双方か

完全な手詰まり状態になっている時に，停戦へ

向かう機運があるといってよいだろう。

「紛争の平和的解決の機が熟しているか否か」

というのはは19)，ゲーム論的比喩で言い換える

と，「ゲームの利得構造が，デッドロック・タ

イプのものから安心ゲーム・タイプのようなも

のに変わっているか否か」ということであろう、：

またデッドロック・タイプから囚人のジレンマ

・タイプの協力問題に変わった場合，相手が裏

切らないと信じられるか否かということが， と

ても重要になってくる。裏切りを警戒する限り，

いわゆる「安全保障のジレンマ」に陥り．結果

として停戦に至ることができなくなるは20)。

相手に対する憎悪，警戒感を払拭していくた

めには，内戦時にプロパガンダ等を通じて形

成された敵イメージを少しずつ消していく作

業ぼ21)が必要になってくる。それには今まで政

治エリートによって繰られてきた偏向したマス

メディアに代わって，第三者等が提供する中

立的なマスメディアが重要な存在となってく

る（注22)。相手に対する不信感の強さは，虐殺の

歴史や弾圧の記憶等，過去の関係に大きく規定

されるためほ23)，特に教育やメディアにおける

歴史の取り扱いが，不信感の除去に強い影響を

及ぽす。

(5) 政治エリート対民衆

以上，紛争当事者グループを意思統一がとれ

た単、＾の合理的主体として議論してきたが，実

際にはグループ内の派閥対立や政治エリート対

大衆という対立があり．これらの動向は和平プ

ロセスに大きな影響を与えることになる。特に

政治エリートの和平に対する熱意が重要であり，

熱意がない場合は，禾□平プロセスの各段階で，

裏切りの応酬により振り出しに戻る可能性か高

い。国際社会が圧力をかけ続けるような長期的

コミットメントを行う能力と意志が欠けている

場合，例えばアンゴラのケースのように，逆流

現象が起きることになる。

ポスニアやルワンダの例に見られるように，

政治エリートが自らの権力基盤を固めるために，

あえてエスニック・グループ間の対立を助長し，

それを政治的に利用したような場合（注24)，ェス

ニック・コンフリクトの解決に対して政治エリ

ートが当初から協力的であるということは考え

にくい。しかし政治エリートが和平プロセスに

対して非協力的であっても，逆に民衆側が和平

に対して非常な熱意を持っている場合，国際的

支援を受けながら，選挙へ積極的に参加し和平

プロセスを推進することにより，結果として政

治エリートによる裏切りを抑止することもあり

得る日t25)3 これは，権威主義体制からの民主化

移行過程において，民衆が民七化に強い支援を

与えるかどうかが民主化成功のための重要な鍵

となっているのと，ほぽ同じことであろう（注26)。

(6) 小括

ここでは，紛争の構造から見た紛争解決0)難
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易度を基準に， 3段階の評価を行い，デッドロ

ック・タイプの場合がx,協力問題タイプの場

合が△，そして調整問題タイプの場合がこ〗とす

る。先に述べたようにデッドロック・タイプの

紛争の場合は，国連等の第三者ぱ紛争介入を自

制した方がよいであろう。はい換えれば，第三

者は，調整問題のように解決の見込みがある事

例のみに選択的に介入するべきであるというこ

とになるぽ27)0

ただし紛争の構造がデッドロック・タイプで，

第三者の介入によって紛争解決が不可能または

相当程度に困難な場合でも，例えは大璽虐殺の

進行など人道的観点から看過できない場合があ

る。いわゆる人道的介入が必要な場合に，第三

者はどう対処すべきかが現在大きな課題となっ

ている。紙数の制約等から，この問題について

は別の機会に詳しく論じたいが、内戦か起きる

前の早期警戒，予防外交等は，無力で中立的な

国連等が担当できるだろうが，内戦が激化して

しまってからは戦場外における難民保護といっ

た人道的「介人」がせいぜいであり，平和強制

的任務等は国連に代わってアメリカ等の大国が

七として担当するしかないのが実状だろうは28八，

また解決可能と困難の間に線引きを行い選釈

的介人をすべきであるといっても，柑対的利得，

交渉j)の変動といった問題等との絡みて，解決

の見込みがあるかないかの判別は往々にして困

難である。特に「解決容易」と「解決困難— U)

間の中間域の取り扱いが，問題として残ること

になる 9)

また，現実の紛争をゲーム論的比喩に遠元し

直すこと自体に限界があるため，明確な分類は

難しいが，それはポ知0)tで表 lの(2)列のよう

な暫定的な評価を下した。エスニシティー間題
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が絡むか力関係が非対称的になっているかして，

デッドロック・タイプになっているものとして

は，ソマリア，ボスニア，アフガニスタン，ル

ワンダ，西サハラ，東ティモールが挙げられる

であろう。主としてイデオロギー的対立が主因

で，デッドロック・タイプの問題と協力問題と

の間に位置するのが，モザンピーク，アンゴラ，

エルサルバドル，カンボジア，ハイチが挙げら

れるであろう。ナミビアの場合は，南アフリカ

の撤退以降，比較的解決容易な調整問題となっ

たと解釈できるであろう。

2. 周辺諸国からの支援：リージョナル・レ

ペルの条件

ます先に紛争の構造に着目して，紛争解決に

おける第二角者の役割についても簡単に触れたが，

もちろん，これらの紛争は真空状態の中で起き

るものではない。紛争構造は国際システムとリ

ンクしながら，時には国際システムに形作られ

るものであるつ最近の内戦型地域紛争，例えば

アフガニスタン紛争やソマリア紛争についても，

「遅れた社会の土普的抗争の再燃といった先祖

帰り現象ではなく，国際システムによって形作

られたきわめて現代的なものである」といった

興味深い指摘がなされているは29)C 

つまり．紛争解決とその難易度を考える場合

も，グローパルそしてリージョナル・レベルの

国際政治の構造との関係について検討しなけれ

はならない。ネオ・リアリズム的な表現をする

と，特に冷戦の終拐とともに国際政治システム

の構造的規定力の低下が起こり，それとともに

地域レベルにおける政治の自律性が翡まってい

ったと目える。そのため，地域紛争の解決につ

いて考察する際，このリージョナル・レペルの

政治との関連は検討しなければならない問題に
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なってきている。

現時点でも，地域紛争の解決に際し，周辺国，

特に地域大国（注30)の妨害が大きな障害になって

いることがよくある。冷戦後，超大国が地域紛

争から撤退したり，時にはその解決に乗り出し

たとしても，周辺国が紛争解決に消極的であっ

たり，時にはゲリラ勢力に対して支援をしたり

して，紛争を逆に長引かせる挙にでたりしてい

る場合がある。

(1) 周辺諸国間のパワー・ゲームと緩衝国家

特にアフガニスタンの事例のように，パキス

タン，イラン，タジキスタンといった複数の周

辺国が，紛争国への影響力を確保することで，

その地域的勢力均衡ゲームに有利な地歩を築こ

うとしている場合，紛争は出口なしのデスマッ

チの様相を帯びてくる（注31)。例えば，「タジク

系のマスード派がカプールを制圧すると，自国

の影響力を断たれたと見たパキスタン政府は，

次にパシュトゥーン系のタリバーン派をバック

アップし，カプールヘ向けて進撃させ，今度は

タリバーン派がカブールを制圧すると，ウズベ

ク系のドスタム派とマスード派との間で反タリ

バーン連合が形成された」といった最近の一連

の経緯は(i+32)，「内なる対立が周辺国の I憎^渉を

呼び込み，ますます収拾がつかなくなってい

く」という，「緩衝国家」 (bufferstate)におけ

る地域紛争の典型的な特徴をあらわしている。

周辺国間の対立が収まらない限りアフガニスタ

ン紛争は解決しないと，しばしば指摘されると

おり（注33)，地域紛争がリージョナル・レベルの

国際政治にますます強く規定されるようになっ

ているのが現状であろう。

カンボジア紛争も，ベトナム，タイといった

地域大国に挟まれた緩衝国家の宿命を表わして

』 d”"' 』 "aり・ヽ心”心•へ研···』 "’.“.,.."”~“""t"’’"h．砂•,、研究ノ＿ 卜 ..'’"り研"’`．、“"’b心"•Kヽ●’“"“..， 9,

いるといってよいだろう。周辺の地域大国から

見れば，緩衝国家は，できれば自国の影響力の

下に置き，文字どおり，安全保障上の緩衝とし

て存続するのか望ましく，もし，他の地域大国

の影響がその緩衝国家に強く及ぶよう［こなるの

ならば，それは脅威として受け止められ，反政

府ゲリラ勢力に対する支援等，緩衝国家の不安

定化工作に乗り出すことになる。カンポジア紛

争の場合は，親ベトナム政権を脅威と感じたタ

イが積極的にゲリラ勢力を支援していたが，和

平協定後も，ベトナムの影響力の残存を警戒し，

タイが和平に消極的な態度をとり，ゲリラ勢力

にサンクチュアリを提供し続けたことは，和平

プロセスの円滑な遂行を妨げた。

(2) 亜帝国主義ほ34)

西サハラ紛争のケースも，モロッコとアルジ

ェリアという地域大国の対立を抜きには語れな

い。しかし西サハラの場合は，モロッコとアル

ジェリアという地域大国に挟まれた「緩衝国

家」というより，モロッコの亜帝国主義（大モ

ロッコ主義）に併合された植民地というほうが

正確であろう。モロッコ対西サハラ（ポリサリ

オ）という対立図式に，アルジェリアがポリサ

リオを支援する形で一枚かんだ形になっていた

が，のち， 1988年の 2国間の国交正常化， 89年

の2国を含むアラブ・マグレプ連合の結成，と

いったように，アルジェリアとモロッコは次第

に接近していった（注3.5)0 

西サハラと類似したケースとして，よく挙け

られるのが，東ティモールであるが，確かにモ

ロッコの役回りとインドネシアの役回りはきわ

めて類似している。しかし，東ティモールの場

合，モロッコを牽制したアルジェリアに当たる

ような国がインドネシア周辺には見当たらず，
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唯一宗主国であったポルトガルだけである儘36)C 

さらに亜帝国主義に準じたものとして，アパ

ルトヘイト体制下にあった南アフリカ共和国が

挙げられるであろう。アパルトヘイト体制の維

持を至上目的とした国家安全保障戦略をもって、

ナミビアにおける独立運動 (SWAPO)を弾圧し，

モザンビーク，アンゴラに軍事介入していった

わけだが（注37)，第 2次冷戦と連動し，超大国の

介入も絡んでいった点で．先の東ティモール，

西サハラとは．その紛争パターンは大きく異な

った。また．これらの紛争に対する南アフリカ

の介入が．アパルトヘイト体制の崩壊という南

アフリカ自身の1本制変動と相前後して，消失し

ていった点でも，他の二つの場合と大きく異な

る侃38)。

また亜帝国主義に近いものとして，モプツ政

権期の旧ザイールを挙げることもできるだろう。

アンゴラの紛争については，南アフリカの撤退

後も反政府ゲリラ組織 (UNITA)にサンクチュ

アリを与え続け(tt39)，ルワンダの紛争について

は．フツ族系の強硬派を支援するなど．旧ザイ

ールは周辺地域の政治を攪乱しながら，その影

響力を保とうとしていた。しかし．これも1997

年 5月にモブツ政権が崩壊しカビラ新政権が樹

立されたことで，情勢は一転し，それぞれのゲ

リラ組織は後方支援を喪失した形となった（注40)。

いずれにしても，これらのケースでは，周辺

国の亜帝国主義自体が紛争継続の要因となって

いるので，周辺国の政治体制変動を契機とした

地域紛争からの撤退が，紛争解決のための韮本

的要件となってくる。

(3) 地域体系の政治環境ないし地域機構の役

割

今まで挙げた例は，地域体系の政治環境が地
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域紛争解決に対して逆機能を持っている場合で

あるが，逆に地域体系ないし地域機構が紛争解

決に対して順機能を持つ場合もある。その代表

的な例は，ェルサルバドルのケースであろう。

中米における内戦の多くは，第2次冷戦とも連

動しながら激化した経緯があるか，冷戦の終焉

と相前後して，それぞれ和平へのモメントが強

まり，周辺国が一致して，それを推し進めよう

としたところに，他の地域と異なる際だった特

徴がある。エルサルハドルの場合， 1989年末の

激烈な内戦状況を経た後，ニカラグア和平の動

向と連動しながら，コスタリカ，グアテマラ，

ホンデュラスといった周辺諸国のイニシアティ

ブにより，サン・イシドロ・デ・コロナド宣言，

サン・ホセ合意，メキシコ合意と急速に和平ヘ

の動きを早めた経緯がある（注41)。ハイチの場合

も，米州諸国機構(OAS)が，地域機構としての

限界を抱えながらも，アリスティッド大統領を

復帰させるべく，ハイチ本国に対する経済制裁

などの働きかけを行った（注42)。

先に西サハラのケースで，モロッコの亜帝国

主義が，地域紛争解決の障害になっているばか

りか，紛争原因そのものになっているというこ

とを述べたが，アフリカ統一機構（以下， OAU)

諸国が，西サハラ紛争の解決を目指した賢人会

議を設立するなど，曲がりなりにも紛争解決

に取り組んでいたことは忘れてならないだろ

ぅHi:43)。 OAUは，さらにルワンダのケースで

も1993年のルワンダ愛国戦線とルワンダ政府と

の間のアルーシャ合意を（注44)，ソマリアのケー

スでも同年のアディスアベバ合意を，それぞれ

とりつける仲介役の役割を演じている（注4510

ラテンアメリカとアフリカという地域体系に

共通しているのは，それぞれカルタヘナ宵言，
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OAU難民条約といったように地域レベルでの

人権レジーム形成等，個人の安全保障を視野に

入れた地域秩序を模索する動きが曲がりなりに

も見られることである。

アジア地域は，それとは非常に対照的な様相

を示している。例えばアフガニスタン周辺では，

1992年にアフガニスタン，パキスタン，イラン

等からなる名ばかりの経済協力機構ができたも

のの，アフガニスタン紛争そのものが中央アジ

アでの地域協力の進展を妨げる大きな要因にな

っている旧46)。また東南アジアでは， ASEAr--i

があるものの，その地域機構は、国家安全保障

（特に国内治安）を個人の安全保障より優先す

ることで国家主権を強化する国家連合という色

彩を強め，地域大国の利害が絡む場合は、東テ

イモールのケースのように，紛争解決に対して

全く動きがとれないばかりか，それを黙殺する

という現状をさらけ出している。

以上に述べたように，周辺国，特に地域大国

が地域紛争の解決に障害になっている場合か多

く，冷戦後になって，これらの国の動向は特に

直要になってきている。ここでは，和平プロセ

スに対して，そうした周辺国からの支援がある

かないかで 3段階で評価し，周辺国が和平プ

ロセスに積極的に支援を与えている場合を0,

消極的な場合を△，逆に周辺国が直接ないし間

接的に軍事介人している場合を X とした（表 l

の③列を参照）。具体的には， 0にあたるケース

は，エルサルバドル，ハイチ，△にあたるケー

スとしてはナミビア，モザンビーク，カンホジ

ア，ソマリア， Xにあたるケースは，アフガニ

スタン，西サハラ，東ティモール，ルワンダ，

アンゴラ，ボスニアであろう。

3. 超大国からの支援：グローパル・レベル

の条件

(1) 地域大国との取引と戦略的利益の喪失

次に，地域紛争の解決問題とグローバル・レ

ベルの国際政治の構造との関連についてである

が，先の地域レベルの国際政治の構造とも関係

してくる。先に，和平プロセスを円滑に遂行す

る際の阻害要因として，周辺国や地域大国の妨

害ないし消極的態度を挙げたが，それを容認す

る超大国の役割も無視できない。西サハラや東

ティモールの事例は，超大国の無関心により紛

争の恒常化と著しい人権侵害が放置されてきた，

代表的な例である。

紛争の平和的解決に向けて地域大国に圧力を

かけることが，その国との関係を損なうことに

なる場合，超大国は地域大国との関係維持を優

先し，結果として紛争継続の状態を容認するこ

とになる e こうした超大国の行動パターンは，

冷戦中も冷戦後も，それほど大きく変わってい

なし)り

それ以外のタイプの紛争でも，やはり超大国

の積極的な支援なしでは，地域紛争の解決を目

指した国連等による第二者介入は，成功し難い。

協力問題タイプ等，解決がより困難な紛争で，

先に述べたように，外から紛争構造そのものに

影曹力を与え変化させなければならない場合，

超大国の支援を欠くということは，国連の影響

力が格段に落ちることを意味し，解決への道の

りも遠のくことになる。また大国の支持は，和

平プロセスを遂行する際に派遣する人員，機材

に対する費用等，財政面での裏づけという面

でも必要不可欠になってくるいt17)0

紛争解決に際して国連の介人という形態をと

るとなると，国連安保理常任理事国 5カ国（以
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下， P5)の支持，特にアメリカの強い支持か

必要不可欠になる。つまり P5のバックアップ

があって初めて，国連は中立性，公平性を守り

ながら紛争を解決していく能力を発揮できるの

である（注48)0 

米ソ冷戦の呪縛から解き放たれたことで安全

保障理事会が機能し始めたことは，紛争解決に

対して動き易くなる状況を生みだした。しかし

その反面，冷戦の終焉は，同時に超大国が世界

システム周辺部に介人する意味，つまり戦略的

科益をも失わせた。特に，ソマリアの事例を境

に，アメリカにとって，そうした介人の戦略的

価値の低下が顕粋になったことはすでに述べた：

「ソマリア・シンドローム」が生じるまでは、

アメリカは，地域紛争の解決のための外交工作

を積極的に行い，それが実際の己括的和平合意

に結びついた。 1988年のアンゴラとナミヒアの

和平に関するニューヨーク fl]平協定けげ49)や9(）年

のカンボジア和平に関する枠組み文書hl;5{））等は，

そうした代表例であろう。しかし「ソマリア・

シンドローム」と相前後して，アメリカの積極

的支持がなくなっていき，結果としてそれが一

要因にもなり，ソマリア，ボスニア，アンゴラ，

ルワンダのように，和平プロセスそのものが進

展しないか，和平プロセスの遂行途中て頓挫す

るなど，失敗に終わった。

また中国などが，武）Jを伴う人道的介入なと

を内政不干渉原則に抵触するとして，安全保障

理事会決議で反対ないし棄権に回り，介人に対

して時折プレーキをかけていることも留意すべ

きであろう直51）。こうした経緯は，紛争解決を

目指した介人は，グローバル・レペルの国際政

治における権力配分状況ないし利害状況を反映

したものでない場合，その介人は1i効に機能し
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なくなることを示したものと言える。

逆に百えば，超大国，特にアメリカの積極的

支援があれは，和平仲介が有効に機能し得る可

能性は高い。例えば，ホスニア紛争で仲介役と

して活躍したオーウェンは，その回想録の中て‘,

Iもしブッシュが大統領選挙に勝利し 2期Hに

入っていたら，ヴァンス＝オーウェン・プラン

をもとにポスニア紛争は1993年 2月の時点で解

決していただろう」と述べているい主52）。これは，

歴史．卜¢)イフの問題であるから，検証は不可能

であるか，興味深い指摘ではある。

ただし，冷戦期において紛争をエスカレート

させた元凶でもある超大国が，解決に直接コミ

ットすることは逆にマイナスになる場合もある，9

例えは，カンポジア紛争の長期化を引き起こし

たアメリカがカンボジア和半に積極的に乗り出

したことに対して，クメール・ルージュ側は，

非常な警戒心を持ち，選挙によるクメール・ル

ージュ封じ込めを狙ったものと見て，アメリカ

に対する非難を止めなかった 3 こういう場合，

超大国は和平に対する支援を，むしろ目立たな

い形て行うことが直要であろう。

'.2) ミドルパワーHt53)等の仲介、介人

また，超大国からの支援を欠いていても，紛

争か泥沼化の様相を帯びておらず，紛争構造そ

のものか比較的解決容易であれは（安心ゲーム

・タイプの紛争であるか、安心ゲーム・タイプに

移h可能なもの），第三者の介人が有効に機能す

る場合もある。この際，第三者介人のイニシア

ティブをとりえるのは、紛争に也接利害を持た

す， また権力政治に比較的制約されにくい第芝

者であり，それは，カナダ、オーストラリア，

北欧諸国などのミトルパワー諸国であったり，

NGOやアカデミック・コミュニティーであっ
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たりする。例えば，カンボジアの場合は，包括 ものが，ようやく 95年 8月以降， C)に転じたよ

的和平案のたたき台を示したのはオーストラリ うに見えるか，国連の和平工作努力に対する支

アであったし（注54)，モザンビークの場合，紛争 援という点では終始Xであったと解釈するのが

解決の端緒を切り開いたのはローマのカトリッ 妥当であろうほ57)。ルワンダについては， 1994

ク団体であったし（注55)，中東和平プロセスの契 年 4月の大虐殺開始から 2カ月経って，漸くフ

機をつくったのは，ノルウェーの研究者グルー ランスが腰を上げたという経緯から考え，—^応

プであった（注56)。 Xから△へ移行したケースと考える（注5礼 他 の

しかし，これらの主体は，和平へのきっかけ 例（アフカニスタン，東ティモール、西サハラ）

を作るのには適役かもしれないが，ポスト和平 については Xであろう。

プロセスまで，長期的に紛争解決を推し進める

役割を担うには，資源，能力の観点から無理が

あり，実際には，やはり超大国の協）］およひ支

援が必要になってくる。

以上のように，超大国の支援も，地域紛争の

解決との関連ではかなり重要な条件であるわけ

だか，ここでは超大国の支援があるかないかで｀

周辺国の支援と同様に 3段階の評価を行った。

つまり超大国，特に P5が一致して和平プロセ

スの進展を支持し，少なくとも 1カ国が積極的

に関与している場合を〇，超大国が和平プロセ

スに対するコミットメントにあまり積極的では

ないが消極的な関与か見られる場合を△，逆に

超大国全てが紛争解決にほとんど関与しないよ

うな場合を X とした（表 1の④列を参照）。

もう・．＂度整理すると，ここで Oにあたる事例

としては，ナミビア，カンホジア、モサンヒー

ク，ェルサルバドルであろう。アンゴラとソマ

リアについては，双方とも当初C)であったが，

前者については， 1992年に選挙直後に内戦か再

発して以降は△，後者については， 93年半ばに

起きた UNOSOMIIとアイディード派との衝

突事件以降は Xに転じた。逆にハイチについて

は当初△であったが， 1994年 7月以降， 0に転

じた。ボスニアの場合も，暫くの間｀メであった

｛注 1) Kenneth N. Waltz, Man, the State a孤

War (New York: Columbia University Press, 1959) 

/David J. Singer, "The Level-of-Analysis Problem 

in International Relations," World Politics, vol. 14, 

no. l, Jan. 1961, pp.77-92/Jack S. Levy, "Contend・

ing Theories of International Conflict: A Level-

of-Analysis Approach," in Ma加 gingGlobal Chaos, 

ed. Crocker, Hampson, and Aall, pp. 3-24. 

(it.2) ハンプソンが挙げている成功の条件は， il)解

決の機が熟しているか，（2)システムそしてリーショナル

・レベルのパワー・パランス {̀3)第二者の役割，（4)和平

案のデザインを挙げているか，（1)｛よ本稿て言う面｝争

そのものの構造」，（2）は，本稿ての「周辺諸国からの支

援」，ブ、国の女援ーに対応する。 Hampson,,Vurturing

Peace:..、 ,pp.11 21. 

(it 3) Paul F. Diehl, "The Conditions for 

Success in Peacekeeping Operations," in The 

Politics of Global Governance, ed. Paul F. Diehl 

(Boulder: Lynne Rienner, 1997), p. 171. 

(tl 4 I Robert Powell, "Absolute and Relative 

Gains in International Relations Theory,''A~/U,n ・

can Political Sciencr Review, n(）囀 85,Dec. 1991, pp 

1303-1320. 

(il. 5) Bercovitch and Houston, "The Study of 

International :v1ediation...," p. 21 

（注6) Ibid., p. 24/Kleiboer, "Understandmg 

Success and...," p. 364. 

（注 7) 紛争解決に対して社会心理学的アプローチを

とる湯合，敵イメーシのステレオ・タイプ化の問題かし

ぱしば指摘される。そうした敵イメージの形成について

ふサム・キーン『敵の顔』佐藤卓己訳柏占房 1994
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年を参照（原著はSamKeen, Faces of the Enemy'.San 

Francisco: Harper & Row, 1986〕）。こうした問題に

対処する無難な方法としては．フィッシャーらか言うよ

うに，紛争問題と紛争相手を切り離して考えるようにし・

立場にとらわれず相手と問題を共有している意識を持

つということに落ち着くのてあろう 0 Roger Fisher, 

William Ury, and Bruce Patton, Getting to Yes. 

Negotiating Agreement Without Gil'ing In. 2nd ed 

(Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books. 1991). 

（注 8) もちろん先に述べたように，紛争当事者グル

ープを意思統一がとれた単一の合理的主体として議論す

ること自体に，いささか問題点が含まれている，それ以

外にも，合理的選択理論は方法論問題を抱えているか，

それについては， Donald P. Green and Ian Shapiro, 

Pathologies of Rational Choice Theory (New Haven 

Yale University Press, 1994), pp. 13-46を参照っ

（注9) デッドロックとは， 2 X 2の標準形ゲームで

表現すると，例えば下図のような利得行列で表されるゲ

ームで．そ0)ままで双方の協｝］が実現しない場合である

この場合，紛争解決に協力しない，つまり「褒切るーを

選択するのが．双方の最適解になっている。 ArthurA 

Stein, U,恥 Nations Cooperate (Ithaca: Cornell 

University Press, 1990), pp. 77-80を参照。

（デッドロックの例）

（注10) 安心ゲームとは， 2 X 2の標準形ケームで表

現すると，例えばド図のような利得行列て表現されるゲ

ームで，双ガの協力が最適解になる場合である。 Stein,

Why Natio加．．

（安心ゲームの例）

裏切り (D)

(l, 3) 

(2, 2) 

（注11) 例えば，マトリクス Iのn分の絶対利得Xを，

X・Yの相対的利得 (Yは相手の絶対的利得）に代替す

ることで、安心ゲームからデッド・ロック（マトリクス

II) に転換できる（↑＾図参照）。協力の障害としての相

対的利得問題については，例えば， JosephM. Grieco, 

Cooperation among Nations (Ithaca: Cornellじniver今

ぅ0

sity Press, 1990), pp. 40-49/Stein, Why Natio郎．．．

を参照。

（マトリクス I:安心ゲーム）

協力 (C)
／ーヤー A~ ー、-- i 

協力(CJ (4, 4) 

裏切り (D) (2, 4) 

褒切り (D)

(-4, 2) 

(2, 2) 

（マトリクス II:デッドロック）
--.-

し•- ．ープレーヤーB---
プレーヤーA~～～～~～～

協力(C)

裏切り (D)

協力 (C)

(0, 0) 

(6, -6) 

裏切り (D)

(-6, 6) 

(0, 0) 

（注12) Fisher and Ury. Getting to Yes.● ● ｀ 

Chapter :3. 

（注13) 例えば，中東和平プロセスの際にパレスチナ

側とイスラエル側との最初の秘密折衝をノルウェーがと

りもったm例など．． 

（注14) インフォーマルな和平会談やハックチャンネ

ルを通した接触の機会を提供できるのは，もちろん第三

者たけではなく，旧権力者であった国王など，紛争当串

者肖身も，含まれる。和平までのチャンネル役を務め，

和解後の連合を束ねるような象徴的指導者（例えばカン

ポシアにおけるシアヌーク）の存在の有無ふ和平プロ

セスの成否に少なからぬ影響を与える。王朝の血統は，

現在の国家領域ないしそれより大きい地域を束ねてい

たという歴史的物語を介し，「失敗した国家」 (failed

state)における紛争において， 乱立した諸派閥間の回

路の役割を果たし得るからである。

（注15) 協力 (collaboration)問題とは，囚人のシレ

ンマ等に代表される, C共通利益問題」を抱えたもので

ある， ArthurA. Stein, "Coordination and Colla-

boration," in Neorealism and Neoliberal応m, ed 

David A. Baldwin (New York: Columbia Univer-

sity Press, I 993), pp. 29-59を参照

（旧6) 例えば前述のマトリクス Iのような安心ケー

ムを， 0.5xX+0.5x(X-Y)によって，いわゆる格差ゲ

ームに変換すると，マトリクスIIIの「囚人のジレンマ」

ゲームになる心なおX、Yは，それぞれ自分および相手

の絶対的利得である。格差ゲームについてはマイケル

（マトリクスIII:「囚人のシレンマ」ゲーム）
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・テーラー『協力の口］能庄松原望訳木鐸社 1995年 ても和平プロセスから離脱しなかった理由として， 2人

145ページを参照， 首相制導入というシアヌークの変則的ではあるが巧みな

（注17) 調整 (coordination)問題とは，安心ゲーム 調停と同時に，民衆の和平に対する熱意を挙けること

や鹿狩りゲーム等に代表される，「共同回避問題j を抱 ができるであろう e モザンピークについても，国連は

えたものである。 Stein,"Coordination and... " 同様の指摘をしている。 The United Nations and 

（注18) J, D. D. Smith, Stopping Wars: Defining Mozamb加 e1992-1995 (New York: The United 

the Obstacles to Cease-fire (Boulder: Westview Nations, 1995), p. 67. 

Press, 1995), Chapter 1, 2. （注26) Casper and Taylor、Negot切tingDetnoc-

（注19) 紛争解決に対するの国連介人の当否ふ機が r{lly, 

熟しているか否かにかかっているという指摘も多い。 （注27) 国連のできることとできないことの間の線引

Kleiboer, "Understanding Success and...," pp. きをきちんとすべきだという意見は，ポスニアで辛酸を

362-363. 紙めた明石康司等．国連当局者から出され，今ではクリ

（注20) Smith, Stopp西 Wars置..,Chapter 3. シェと化している感9まある, Yasushi Akashi, ''The 

（注21) ルワンダ虎殺における 1千の丘→ラジオ放送 Limits of UN Diplomacy and the Future of Con-

が果たした役割やIHユーゴ紛争におけるセルヒア，クロ flict Mediation,•· Survival. vol. 37, no. 4, ¥Vinter 

アチア等の国営放送が果たした役割は，代表的な例であ 1997, pp. 83-98 

る。 （注28) 人道的介人については、人権が国家主権より

（注22) この点で， UNTACが取り組んたラジオ局 1憂先されるケースとして積極的評価をする見方から，人

（ラジオ UNTAC)運営の試みは，高く評価されてもよ 潅保護という仮面を被っただけで実際には国益の絡んだ

いだろう。 JohnMarston,''Cambodian News Media 軍事介人に過ぎないという消極的な評価まで分かれるが，

in the UNT AC Period and After," in Pro加gand(l， 現在のような世界システム過渡期においては，双方の性

Politics, and Violence in Cambodia, ed. Steve Heder 格を持つと評価するのか妥計であろう。

and Judy Ledgerwood (New York: :¥1. E. Sharp. （注29) Barnett R. Rubin, The Fragmentation of 

1996), p. 227. Afghani,tan: State Formation and Collapse in the 

（注23) 紛争解決(f)難易度と過去の関係の間に相閃 In/€切ational System (New Haven: Yale University 

関係があることは，よく指摘される。 Rercovitchand Press, 1995)/Anna Simons, Network~ of r>z・ssolu-

Houston, "The Study of International :V!ediation lion: Somalia Undone (Boulder: ¥.Vestview Press. 

...," p. 22. 1995) 

（注24) 例えば， Inユーゴの内戦は，ポスト共産主義 （注30) ここでぱ，地域大国(regionalpower)とは．

社会における実権掌握のためにミロシェヴィ Jチが「コ 複数の国家を包含する地域体系の中で他国に対して慢越

ソボのセルビア人問題」を権力闘争の道具として利用し した影嘴力を行使する能力と意図をもっている国家とず

たことに端を発している。 1994年4月のハヒャリマナ大 る。それに対して超大国 (superpower)は，地域体系

統領暗殺事件を喫機に始まったルワンダの大虐殺も，ツ V)範囲を越えさらにグローハル・システム・レヘルで，

チ族系のルワンダ愛国戦線とアルーシャ合意を結んた政 他国に対して1晏位な影愕力を行使する能力と意図をもっ

府に反発したフツ族の強硬派グループか，ッチ族のみな ている国家とする。ここては緩く解釈して，アメリカに

らずフツ族の穏健派の抹殺を計画的に1l：組んた結果てあ 加えて他の国連安保理常任理事国 4カ国も，これに該当

る，， LeoTindemans et al., Unfinished Peace: Report すると考える，9

()/the International Commi.ssion on tlu• Balkans （注31) ソ連軍撤退後の紛争の展開および和平交渉の

(Washington, I). C.: Carnegie End()wment for 簡単な経刷こついては． lmtiazH、Hokhari,・'Internal 

International Peace, 1996), pp. 13-28/'Thc United Negotiations Among Many Actors: Afghanistan," 

Nations and Rwanda 1993-1996 (New York: The in Elusiue l雇€： N煤 1!liatingan End to Civil Waか，

United Nations, 1996), pp. 37 38. ed. I.＼＼りlliamZartman (Washington, D. C.: The 

（注25) カンポジアの総選挙で，人民党か僅差で破れ Brookings Institution, 1995). pp. 231-264 
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（注32) Far＆ぉternEconomic Review, October 

10, 1996, pp. 16-18/The Economist, October 5, 1996, 

pp. 19-21. 

（注33) The Economist, November 2, 1996, p. 33. 

（注34) 亜帝国主義(sub-imperialism)は．プラジル

をモデルにしてマウノ・マリーニが案出した概念で，経

済的要請から周辺諸国に対して影響力，支配力を強化し

ていく現象を指す。しかし， ここでは，経済的動機だけ

ではなく政治・軍事的動機からも，地域大国が限定的に

地域的覇権を確立しようとする現象を，亜帝国主義とす

る。拙稿「太平洋南西部における地域紛争と国際関係；

イリアン・ジャヤと東チモール」（r東洋文化研究所紀

要』第107冊 1988年） 116ページ参照。

（注35) さらに1992年のアルジェリアにおけるイスラ

ム救国戦線の総選挙勝利とそれに続く軍事クーデター，

またモロッコにおけるイスラム野党の弾圧と，「イスラム

原理主義」という共通の敵を持ったことで， 2国の接近

はさらに進んだ。西サハラ紛争と国際関係の絡み（こつい

ては． YahiaH. Zoubir and Daniel Volman eds., 

International Dimensions of the Western Sahara 

Conflict (Westport, Connecticut: Praeger, 1993)か

分かりやすい。

（注36) 東ティモールの紛争と国際社会の対応につい

ては， SharonScharfe, Complicity (Montreal: Black 

Rose Books, 1996)/Geoffrey C. Gunn, A C直ical

Review of Western Journalism and Scholarship on 

枷 tTimar (Manila: The J oumal of Contemporary 

Asia Publishers, 1994)／松野明久・古沢希代了りナク

ロマ』 H本評論社 1993年等を参照。

（注37) この時期の南アフリカの国家安全保障戦略に

ついては， JamesBarber and John Barratt, South 

Afガca'sForeign Policy: The Security for Statu., and 

Security 1945-1988(Cambridge: Cambridge Univer-

sity Press, 1990)が詳しい。

（注38) ナミピア独立とアンゴラ和平をめくる地域

レベルの国際政治の流れについては． Ronald Dreyer, 

Namibia and Southern Africa: Regional lゆnamic.，＇

of Decolonization 1945-1990 (London: Kegan Paul 

International, 1994)が，要領よくまとめているc

（注39) Inge Tvedten, Angola: Struggle for Peace 

and Reconstruction (Boulder: W estview Press. 

1997), p. 65. 

（注40) The Economist, May 24, 1996, pp. 47-48. 
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（注41) エルサルバドルの和平プロセスに関する経緯

については． The United Nations and El Salvador 

1990-1995 (New York: The United Nations, 1995), 

pp. 3-75を参照。

は42) Domingo E. Acevedo, "The Haitian 

Crisis and the OAS Response," in Enforcing Re-

straint: Collective Intervention in Internal Conflicts, 

ed. Lori Fisler Damrosch (New York: Council of 

Foreign Relations Press, 1993), pp. 119-156. 

（注43) 西サハラ紛争における OAUの役割につい

ては， AnthonyG. Pazzanita, "The Proposed Ref-

erendum in the Western Sahara," in Internatio叫

Dimensions of the Western Sahara..., ed. Zoubir 

and Volman. pp. 193-204. 

（注44) アルーシャ合意とその前後の経緯については，

The United Natio硲 andRwanda 1993-1996, pp. 22-

23. 

（注45) アディスアペバ合意とその前後の経緯につい

ては The United Nations and Somalia 1992-1996 

(New York: The United Nations, 1996), pp. 38-39. 

（注46) Tahir Amin, "Pakistan, Afghanistan and 

the Central Asian States," in The New Geopolitics 

oj Central Asia and its Borderlands, ed. Ali Banua-

zizi and Myron Weiner (London: I. B. Tauris, 

1994), pp. 216-231. 

（庄47) C国連平和維持活動の財政問題の本質は，予

算額そのものの問題ではなく，加盟国の国連に対するコ

ミソトメント，それも財政的裏づけを伴う真のコミット

メントの問題である」との指摘は，よくなされる。例え

は田所昌店『国連財政』有斐閣 1996年 152ページ。

（注48) Sorpong Peou, Conflict Neutralization in 

the Cambodia War (Kuala Lumpur: Oxford Univer-

sity Press, 1997), p. 13. 

（注49) ニューヨーク和平協定に至るアメリカの外交

丁．作の経綽については，当時アフリカ担当国務次官補

だったクロッカーによる説明がある。 ChesterA. Cro-

cker, High Moon in Southern Africa: Making Peace 

in a Rough Neighborhood (New York: W. W. 

Norton, 1992), Chapter 16-18 

(i.t50) この文書（いわゆる P5和平案）は．翌1991

年のパリ和平協定につながっていく。超大国による外圧

t導型のカンポジア和平プロセスの展開については．

拙稿「カンポジア紛争の解決過程と戦略的関係の変化



｣ 第三者の介入の仕方

1997100055.TIF

’’’’’’’’’’’’’’’’’’•9'’’’’’’’’’’’’’’’’'99 9,99·’’’’’’’’’•9’’’’’’’’’‘’’’"'’’’’’’’9·’’’"’’"’’’’’’’’’’’‘’’’’‘"’999,"’’'99 9,99·’’’’’’’"’’’’’’’"＇ ’’99,999’’’’’’’’’’’’’’’'ぃ •99’’’’’’’’’’’’’"’’’’’’’"’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’‘’’’’’’’’’’’’"’‘’’’’’"'’’’’’’‘’’’’’’’’’’’’'＂’’’● ’’’’’’’"’’’’’'9・研究ノート，9’’‘’’’’’’’’’’’’"’’’’’’’"’’’’’’’’‘’’’‘’’’‘’’’’’’’9,

(1982-1991）」げ国際政治,103号 1993年） 141~171

ページ。

（注51) 例えば中国は，ルワンダに対する国連安保理

決議929やハイチに対する安保理決議940に対して棄権す

るなど，「内政問題」に対する国連第 7章の適用には強

い難色を示しており，安保理内での米中間の対立が鮮

明になってきている。 Justin Morris, "Force and 

Democracy, UN /US Intervention in Haiti," Inter-

national Peacekeeping, vol. 2, no. 3, Autumn 1995, 

pp. 391-492. 

（注52) David Owen, Balkan Odyssey (New York: 

Harcourt Brace, 1995), p. 357. 

（注53) ミドルパワーを単に超大国に準ずる国力を持

つ国家とする定義もあるが，ここでは地域体系外に大き

な影響力を及ぽすほど国力，能力はないが，誠実な仲介

者としてグローバル・レヘルで大きな役割を果たしてい

る国家をミドルパワーと定義する。

（注54) Gareth Evans and Bruce Grant, Austral-

ia's Foreign Relations (Melbourne: Melbourne 

University Press, 1991), p. 211. なお，「H本も誠実

なる仲介者としてカンホジアの和平プロセスに大きく貢

献した」という外務官僚による自画自賛的評価があるが，

オーストラリアなどに比べると，仲介のタイミングが遅

れ，和平プロセスの流れを決定づけるようなものではな

かった。池田維『カンポジア和平の道』都市出版 1996 

年 16ページ。

（注55) The United Nations and Mozambique 

1992-1995, pp. 14-15. 

（注56) Roger Fisher, Elizabeth Kopelman, and 

Anrea Kuper Schneider, Beyond Machiavelli: Tools 

for Coping with Conflict (Harmondsworth, Middle-

sex: Penguin Books, 1996), p. 134. 

（注57) ホスニア紛争を含む旧ユーゴスラビアの紛

争に対する，欧米諸国の対応については． Richard H. 

Ulman ed., The World and Yugoslavia'., War (New 

York: A Council of Foreign Relations Book, 1996) 

を参照。同書に収められている論文の多くは，欧米諸国

のリーダーシップの欠如が一番の問題だと指摘している。

（注58) ルワンダの大店殺に対する大国や国連の対応

の経緯については， 川端清隆・持田繁 "PKO新時代』

岩波書店 1997年第3章。

III 第三者の介入の仕方

ここまで，紛争そのものの構造とそれをとり

まくグローバル・レベルそして地域レベルの国

際政治の構造といった，紛争解決とそれに対す

る介人の成否に影響を与える構造的制約の側面

に焦点を当ててきた。次に，介入の成否と介入

主体との関係について検討する。

まず介入者の役割であるが，すでに第II節で

触れたことを紛争解決研究の視点などと絡めて

まとめると，以下のようになる。

まず第1は，中立性を維持しながら紛争当事

者との信頼関係を築く一方で，紛争当事者間の

コミュニケーションを促進する役割である。コ

ミュニケーション回路を開くことは，結果とし

て，紛争当事者に自分の認識，相手の認識，そ

して第三者から見た認識と，複数の観点から紛

争を認識させることを促し（注 l)，紛争解決へ大

きく一歩を踏み出すことになる。

第2は，コミュニケーションの促進を行いな

がら，紛争の構造そのものを変化させていく役

割である。紛争が行き詰まり状態になっている

湯合，例えばたたき台となる邑括的和平案を紛

争当事者に検討させながら（いわゆる単一議定

書方式），それぞれの見方を変えさせることで

打開策を見出すといったやり方も，その“一つで

あろう。

第3は，飴と鞭により和平プロセスからの紛

争渇事者の離脱，裏切りを阻止する役割てある。

紛争当事者の離脱，裏切りを抑止する威信，カ

の裏づけを確実なものにするために，地域大国

および超大国の支持をとりつける役割も無視で

きないということはすでに述べた。
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ゲームの構造を実質的に変換すると言っても

よい，これらの役割を，刻々と流動する紛争状

況の中で的確に演じられるかどうかが，大きな

問題となる。まず紛争解決を目指した介入を始

めるタイミングであるが， これはすでに先に述

べたように，「紛争解決の機が熟しているかど

うか」つまり「紛争が相対的に解決容易な構造

に転換しているか，ないし転換可能か」といっ

た点を見きわめて介入を決定しないと，手痛い

失敗をすることになる。

また介人した後の対応として，時には時間制

限を設けて，和平合意に向けて圧力をかけるこ

とが有効な場合もあるが，往々にして急ぎすぎ

る場合，失敗に終わる。例えばソマリアの場合

は，紛争解決に対して急ぎすぎるあまり，武力

行使に走り，結果として，介入者自身が紛争当

事者になってしまったぼ2）。こうした失敗を犯

してしまった背景には，現地社会に対する理解

の不足がしばしば挙げられる旧3)。

また中立的役割を放棄し，主として大国のカ

を背景に，紛争当事者（特に政治エリート）が和

平を真に望んでいないにもかかわらず，無理矢

理に和解させたような場合，和平プロセスの第

2,第3段階から内戦再発に逆戻りする可能性

は高い。アンゴラやカンボジアの事例のように，

例えば武装解除が不完全なまま選挙を行うなど，

適切な対応ができなかった場合．内戦再開の可

能性はより一層高まることになる。また包括的

和平合意を欠いたまま，第 1世代 PKOの手法

を適用すると，停戦状態を固定化するだけで，

結果的に真の和平的解決への交渉をむしろ阻害

することになってしまう (li•4)0

何故，従来の第二者介人が失敗に終わること

が多かったのか？ それは．紛争そのものの構
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造， リージョナル・レベルそしてグローバル・

レベルの国際政治の構造などの制約条件にもよ

るだろうが，それと同時に，やはり第二者の介

入・仲介技術の稚拙さにも問題がある。ハーバ

ード大学交渉プロジェクトの創設者であるフィ

ッシャーらも，失敗の要因として，第三者介入

のデザインそのものが貧相であること，スタッ

フ，技術が限られていること等を挙げている

がぼ5)，やはり先に述べたような，紛争解決に

際しての第三者の役割を適切に演じることがで

きない技量の貧しさがある。

以上のように，第三者介入の技も，地域紛争

の解決との関連では重要な条件であるわけだが，

これについても 3段階の暫定的な評価を行った。

例えば東ティモールのように和平合意への道筋

をつけられない場合（注6)，または， とりつける

過程で中立的仲介と武力による威嚇，制圧とい

う相矛盾した手法を併用し自ら紛争当事者化す

るなど致命的な失敗を犯した場合を X, 和平合

意までこぎつけたものの，武装解除しないまま

での選挙の見切り発車など，遂行プロセスで大

きな失敗を犯した場合を△，逆に和平プロセス

全般で特に大きな失敗をしなかった場合を0と

した（表 lの⑤列を参照）。

(iJ: 1) Fisher, Kopelman, and Schneider, Beyond 

lvlachiavelli..., pp. 23-33 

（注 2) Ramesh Thakur and Chalyle A. Thayer 

eds., A Crisis of Expectations: l「N Peacekeeping in 

the 1990 s (Boulder: Westview Press, 1995). 

（注 3) John Lewis and James Mayall, "Soma-

lia," in The New Interventionism 1991-1994, ed. 

James Mayall (Cambridge: Cambridge University 

Press. 1996). 

We 4) Paul F. Diehl, International P.国 cekeeping

(Baltimore: The John Hopkins University Press, 

1994), Chapter 4. 
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（注5) Fisher, Kopelman, and Schneider, Beyond 

Machiavelli..., p. 123. 

（注 6) 国連事務総長が仲介のため時折派遣する特別

代表は，何かをやっているというカムフラージュでしか

なく，また和平実現失敗の責任を超大国から国連事務総

長に転嫁する役回りを演じているという厳しい見方もあ

る。 HeikeKrieger ed., East Timor and the Inter-

national Community (Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press, 1997), p. 14. 

むすび

以上，紛争の構造，それをとりまくグローバ

ル・レベルないしリージョナル・レベルの国際

政治の構造，そして紛争解決を目指した第三者

0)対応について，順番に見てきたが，表 lが示

すとおり，紛争自体の解決がきわめて困難な状

況（②列でx) になっている場合，第三者の介

人はいずれも失敗している。ボスニアのケース

についても，国連の介人については Xであり，

それが△に転じたのは，つまりデイトン和平合

意に到達したのは，アメリカの力によるもので

あることは周知のとおりである。つまり，紛争

の構造がXであっても，国際社会のサポート次

第では，解決不可能とは言い切れないというこ

とである。

また紛争の構造や国際政治の構造において，

紛争解決のための条件が整っていても，それだ

けでは十分ではない。むしろ，これらの条件以

上に，第三者の介入の技といった不確定要因が

一層里要になってくる。それは，ちょうと民主

化移行過程において，それを作っていく側の政

治的技 (politicalcrafting)が重要であるという

主張旧 l)と詞じことである。

構造的条件が紛争解決に対して比較的良好て｀

あっても，介入者か致命的な失敗を犯せば，相

平プロセスは頓挫する可能性が高い。個別に見

ていくと，構造的条件から見て解決がきわめて

困難な状況である場合と解決が比較的容易な場

合との間の「グレー・ゾーン」（△)の場合にお

いては，介入者の役割が大きい役割を果たして

いるようである。言い換えれば，和平プロセス

の遂行を成功させるか否かは，介入者の技に大

きく依存しているということである（注2)。

世界政治は現在「グローバル・ガバナンス」

と「穏健な権力政治」の分岐点にさしかかって

いることについては本稿の最初で述べたが，そ

れと関連して，最後の暫定的結論から，さらに

以下のようなことか言えるだろう。つまり，グ

ローバルそしてリージョナル・レベルのパワー

・ポリティクスを逆に利用して適切に対応しな

から第三者介人による紛争解決の成功事例を積

み重ねていくことで，パワー・ポリティクスを

制御する安全保障レジームの形成も可能ではな

いか．ということである。

占い換えれば，グローバル・ガバナンスヘ通

じる「機会の窓」を開く重要な鍵は，紛争解決

に取り組む国連等第三者か握っていると言って

もよいのではないだろうか注3¥

（注 l) Giuseppe Di Palma, To Craft Democracies 

(Berkeley: University of California Press, 1990). 

（注2) あくまで参考であるが，以ドの多変量解析の

結果からも同様の暫定的結論を導くことができた。表 l

I})O ^ , -， Xを， 3, 2, 1 !l)尺度指慄に償き換えた上

で（途中で指標が変わっている場合は加重平均値），短

期的成果を従属変数 (Y①)として．それ以外を独 I？変

数 (X②,X③. x④. x⑤は．それぞれ紛争の構造．

園辺諸国の支援，超｝く国の支援．国連の対応）にして，

重回帰分析（ステップワイズ法）を試みたところ，下記

のような式が得られた。 X③とX⑥d)偏回帰係数は95%

水準で統計的に付意であったので，この結果で見る限り，
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紛争解決の短期的成功をおさめる際に特に重要なのはX

⑤/J) 「国連の対応」であり，次に重要なのはX③ の 情1

辺諸国の支援」であると言える。

Y①=0.47XX③+0.68XX@~0.3'1 

（注3) 人道的介入やマルティラテラリズムの問題と

も絡めて，紛争解決における第二者介入の果たす役割に

ついての歴史的な意味を考察したものとして．拙稿の

"Is a Window of Opportunity Still Open?: The 

Role of Third Party Intervention in Conflict 

Resolution," Ritsumeikan Journal of International 

56 

Relations and Area Studie-,（立命館国際地域研究）`

vol. 10, March 1997, pp. 65-78.参照。

（神戸女学院大学文学部助教授）

〔付記〕 本稿は日本国際政治学会1995年秋季大

会 (1995年10月21日，広島修道大学）で発表した

論考―内戦型地域紛争の解決過程と国連の介入：

ポスト・ウェストファリア・システムヘ」の一部

に加筆修正したものである。
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